
授業以外でのサポート 

キャンパスライフ
　健康支援・相談センター

相談支援部門

　キャンパスライフ健康支援・相談セ
ンターでは、大学生活で困難を感じてい
るすべての学生に対して、相談にのった
り、アドバイスや情報提供をおこなった
りしています。合理的配慮の手続きを経
なくても、授業の外で担当コーディネー
ターが必要なサポートを柔軟に行いま
す。
　また、障がいがあるかもしれない、障
がいかどうかわからないという学生への
相談にものっています。
　困ったことがあれば一人で悩まず、気
軽にお問い合わせください。
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はじめに 合理的配慮の手続き 

大学生活で
困っている 

①相談窓口で相談 

配慮が必要？ 

②配慮申請書提出 

④根拠書類提出

⑤アセスメントを受ける 

担当者が 
ニーズレポート作成 

⑥ニーズレポート確認

レポートの内容に
同意？ 

⑦合理的配慮検討委員会
への参加 

配慮内容決定 

授業担当教職員に 
配慮依頼文が送付される 

⑧配慮の開始
Enjoy your course! 

アクセシビリティ支援室
担当者から連絡

はい 

はい 

いいえ 

③アクセシビリティ支援室
担当者と面談 

再検討 

　障がい等をもつ学生さんは、修学に必要
な合理的配慮・サポートを受けることがで
きます。もし、授業内での修学上の配慮・
特別な サポートが必要な場合は、キャンパ
スライフ健康支援・相談センターか所属学
部・研究科に、配慮申請書を提出してもら
うことになります。（配慮申請書はキャン
パスライフ健康支援・相談センターか所属
学部・研究科の相談窓口で受け取るか、当
センターウェブサイトからダウンロードし
てください。）
これらの配慮が受けられるのは、身体障

がい、慢性疾患、精神疾患、発達障がい等
があると認められた学生です。また、どの
ような配慮を受けられるかは、障がいの種
別や程度だけではなく、個人のニーズや特
性によって異なります。まずはご相談くだ
さい。




